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課題名：飼料として使用する籾米への使用可能農薬について 

 

農林総合技術センター技術指導室 担当者氏名：畑中 猛 

＜活動事例の要旨＞ 

   飼料用米について、籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合、出穂 

以降使用可能な農薬について、国から指導文書が出されているが、内容を検討したと 

ころ、使用できないものが多いことがわかった。    

１ 普及活動の課題・目標 

飼料として使用する籾米への使用可能農薬について、平成２５年１０月３０日付け

  ２５消安第３５７６号・２５生産第２２５４号・２５生畜第１３２０号「飼料として 

使用する籾米への農薬の使用について」（農林水産省）において、農薬使用は次のと

おりとなっている。（１）飼料用米について、出穂以降（ほ場において出穂した個体

が初めて確認される時点以降をいう。以下同じ。）に農薬の散布を行う場合には、家

畜へは籾摺りをして玄米で給餌すること。（２）籾米のまま、もしくは籾殻を含めて

家畜に給餌する場合は、出穂以降の農薬の散布は控えること。（３）但し、以下の農

薬成分については、上記（１）及び（２）の措置を要しない。（以下の農薬成分は次

ページ参照）。 

 しかし、以下の農薬成分について、使用基準を確認したところ、使用できないもの 

があることがわかった。ついては、登録のある農薬を調査し、使用の可否を明らかに 

する。    

２ 普及活動の内容  

「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の指導文書において、籾米の 

まま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合、出穂以降の農薬が示されている。 

そこで、登録のある農薬を調査し、使用の合理性を検討した。    

３ 普及活動の成果 

籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合、出穂以降使用可能な農薬 

は、殺虫剤（混合剤含む）では成分で 30 種類、商品で 41 種類、殺菌剤（混合剤含む） 

では成分で 35 種類、商品で 54 種類、殺虫殺菌剤（混合剤含む）では成分で 10 種類、 

商品で 10 種類、除草剤（混合剤含む）では成分で 20 種類、商品で 20 種類であった。 

 これらの農薬商品のうち、使用基準から出穂以降散布可能のものを○、散布が難し 

いものを×、使用の判断が難しいものを△とした（表１-１～４）。 

 使用について、×と△の理由は、登録の失効、使用時期、効果不十分である。 

 殺虫剤は 41商品中 41商品で使用可能、殺菌剤は 54商品中 15商品が使用可能、 

殺虫殺菌剤は 10商品中 10商品が使用可能、除草剤は 20商品中使用できるものはな 

かった。 

 病害虫専門技術会議において、農林事務所へ情報提供した。 

 飼料用米推進大会において、参加者へ情報提供した。 

４ 今後の普及活動に向けて 

（１）農林水産省へ合理的な農薬を選択するよう要請する。 

（２）研修会等について、指導文書の内容を正確に生産者に説明する。 

５ その他 

   飼料用米に係る農薬情報（農林水産省の資料を含む）について、誤ったものが多い

ので注意が必要である。 



 

平成２１年 ４月２０日 ２１消安第 ６５８号・２１生畜第 ２２３号 

消費・安全局 農産安全管理課長 

畜水産安全管理課長 

生産局 農業生産支援課長 

畜産部畜産振興課長 

改正  平成２２年 ９月 ７日 ２２消安第５１０９号・２２生畜第１１６５号              

平成２３年１１月１７日 ２３消安第４１２４号・２３生畜第１８２５号              

平成２４年１２月１７日 ２４消安第４２２２号・２４生畜第１７００号              

平成２５年 ７月 １日 ２５消安第１５７９号・２５生畜第 ４９０号              

平成２５年１０月３０日 ２５消安第３５７６号・２５生産第２２５４号・２５生畜第１３２０号 

 

飼料として使用する籾米への農薬の使用について 

 

 飼料用米については、食料自給力・自給率向上に向け、その生産及び利用の拡大に向けた取組を推進してい

くこととしているが、その推進に当たっては、飼料用米を給与した家畜由来の畜産物の安全確保が図られるよ

う飼料用米の栽培及び家畜の飼養管理を進める必要がある。 

 稲に適用がある農薬については、飼料用米として利用される稲に対しても使用できるが、籾は散布された農

薬が直接付着する部位であることから、一般的には、玄米と比較すると農薬の残留濃度が高いことが知られて

いる。 

 現場段階では、鶏を中心として籾米のまま、もしくは籾殻を含めて飼料利用する取組が始まっているものの、

籾米を飼料として利用することについては、これまでの取組事例が少なく、農薬の残留濃度等についての知見

が十分得られていない。このため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律においても、籾米の農薬

残留基準を設定することができない状況にある。 

 このような状況下において、今般、飼料用米の安全の確保に万全を期すとの観点から、下記の対策により農

薬残留の低減を図ることとしたので、貴局管内の各県及び関係機関に貴職から通知願うとともに、農家等関係

者に対し周知、指導の徹底をお願いする。 

 また、この度農林水産省において作成した「多収米栽培マニュアル」においても当該対策について記載して

いるので、御了知の上、指導等に活用されたい。 

 なお、当該対策については、今後農林水産省において、関係者と連携し籾米の農薬残留に係る知見を収集し、

必要なデータが得られれば、基準の設定等を行うことにより、適宜、見直すこととしているので申し添える。 

記 

１．飼料用米について、出穂以降（ほ場において出穂した個体が初めて確認される時点以降をいう。以下同じ。）

に農薬の散布を行う場合には、家畜へは籾摺りをして玄米で給餌すること。 

２．籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合は、出穂以降の農薬の散布は控えること。 

３．但し、以下の農薬成分については、上記１及び２の措置を要しない。 

ＡＣＮ（キノクラミン）、ＢＰＭＣ（フェノブカルブ）、ＰＡＰ（フェントエート）、アジムスルフロン、アゾキ

シストロビン、イソチアニル、イソプロチオラン、エチプロール、オキソリニック酸、オリサストロビン、カ

ルフェントラゾンエチル、クロチアニジン、クロマフェノジド、シハロホップブチル、シメコナゾール、シラ

フルオフェン、チアメトキサム、チオファネートメチル、ヒドロキシイソキサゾール、フェリムゾン、ブプロ

フェジン、フラメトピル、フルセトスルフロン、フルトラニル、プロベナゾール、ペノキススラム、マラソン

（マラチオン）、メトキシフェノジド、メトミノストロビン及びメプロニル 

 なお、これらの農薬を含む剤は別紙のとおりであるので参照されたい。 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


